
１　懇談会委員

所属 役職 氏名

高知県商工会議所連合会 専務理事 杉 本 雅 敏

高知県商工会連合会 専務理事 亀 井 秀 彦

国立大学法人　高知大学
防災推進センター

副センター長
原 忠

国立大学法人　高知大学 理事 受 田 浩 之

株式会社　四国銀行 地域振興部部長 西 村 純 子

株式会社　高知銀行
地域連携ビジネスサポート部長

（兼）農林水産支援室長 川 渕 孝

一般社団法人　高知県医師会 副会長 野 並 誠 二

とさでん交通株式会社 常務取締役 明 神 公 平

公益財団法人
高知県観光コンベンション協会

専務理事 岡 林 秀 典

南国生活技術研究所 代表 黒 笹 慈 幾

高知県 総務部長 君 塚 明 宏

（代理出席）

所属 役職 氏名

高知県公立大学法人　高知県立大学 地域教育研究センター長 清 原 泰 治

（欠席）

所属 役職 氏名

高知県公立大学法人　高知工科大学 学長特別補佐（教育担当） 蝶 野 成 臣

社会福祉法人　高知県社会福祉協議会 会長 田 村 壯 児
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２　自治体関係者

自治体名 所属 役職 氏名

総務部
市町村振興課 課長 梅 森 実

総務部
市町村振興課 課長補佐 中 村 公 祥

総務部
市町村振興課 チーフ（行政担当） 坂 本 桂

産業振興推進部 地域産業振興監（高知市地域担当） 松 下 和 清

産業振興推進部
計画推進課 企画監（包括協定担当） 太郎田 弘志

－ 市長 岡 﨑 誠 也

－ 副市長 中 澤 慎 二

総務部 部長 森 田 洋 介

総務部 政策担当理事市長公室長事務取扱 林 充

総務部 副部長 加 藤 勝 巳

総務部
総務部参事

政策企画課長事務取扱
西 成 英 丈

総務部市長公室政策企画課 課長補佐兼地方創生・れんけいこうち広域都市圏推進室長 大 宮 剛 夫

総務部市長公室政策企画課 地方創生・れんけいこうち広域都市圏推進担当係長 岸 田 執 和

総務部市長公室政策企画課 主査 濱 田 貴 大

総務部市長公室政策企画課 主査補 岡 﨑 早 織

総務部市長公室地域活性推進課 課長補佐兼移住・定住促進室長 森 田 加 奈 子

防災対策部 副部長 有 澤 聡

防災政策部防災政策課 課長補佐 植田 耕太郎

財務部 副部長 澤 村 素 志

健康福祉部健康福祉総務課 地域共生社会推進室長 川 田 智 恵

こども未来部 副部長 中 城 純 一

こども未来部子ども育成課 課長 長 尾 浩 二

商工観光部 副部長 山 脇 弘 道

商工観光部産業政策課 課長補佐 吉 本 忠 邦

商工観光部商工振興課
課長補佐兼

中心市街地・地域商業活性化推進室長
水 野 知 宣

商工観光部観光振興課 課長補佐 古 谷 直 己

農林水産部 副部長 宮 地 邦 彦

農林水産部農林水産課 課長補佐 尾 﨑 美 世

上下水道局 次長 植 田 浩 二

上下水道局企画財務課 課長補佐 大 杉 奈 見

教育委員会図書館・科学館課 課長補佐兼高知みらい科学館副館長 弘 田 加 代
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※市町村及び高知県（一部を除く）の担当者については，オンライン（ZOOM）での配信を予定しています。



受付
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【日時】令和２年８月５日（水）14時～16時

【場所】高知市総合あんしんセンター３階大会議室

入口

中澤副市長

森田総務部長

西成参事

大宮室長

岸田係長

濱田

岡﨑

林政策担当理事

総務部 防災対策部 こども未来部商工観光部 農林水産部 県

マスコミ/傍聴 マスコミ/傍聴 マスコミ/傍聴 マスコミ/傍聴

地域活性推進課 防災政策課 子ども育成課商工振興課 農林水産課 県

健康福祉部教育委員会人事課 健康福祉総務課産業政策課 県

財務部上下水道局観光振興課図書館・科学館課 県

財政課企画財務課（水道） 県

市長（挨拶後退席）
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座長 副座長

杉本委員

亀井委員

原委員

清原地域教育研究センター長

（五百藏委員の代理出席）

西村委員川渕委員野並委員

明神委員

岡林委員

受田委員 君塚委員

黒笹委員



 れんけいこうち広域都市圏ビジョン推進懇談会設置要綱を次のように定める。 

  平成30年７月９日 

高知市長 岡 﨑 誠 也  

   れんけいこうち広域都市圏ビジョン推進懇談会設置要綱 

（設置） 

第１条 れんけいこうち広域都市圏（本市と高知県内の他の市町村が地方自治法（昭和22年法律第67号）第252

条の２第１項の規定に基づく連携協約（以下「連携協約」という。）を締結して形成する広域都市圏をい

う。）の目指す将来像及び連携協約に基づき実施する具体的な取組等について定めたれんけいこうち広域都市

圏ビジョン（以下「ビジョン」という。）の推進及び改訂に当たり，民間，地域等の関係者による協議又は懇

談を行うため，れんけいこうち広域都市圏ビジョン推進懇談会（以下「懇談会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 懇談会は，次に掲げる事項について協議又は懇談を行うものとする。 

⑴ ビジョンの内容に関する事項 

⑵ 前号に掲げるもののほか，ビジョンに関し市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 懇談会は，市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。 

（座長及び副座長） 

第４条 懇談会に座長及び副座長１人を置き，委員の互選によりこれを定める。 

２ 座長は，会務を総理する。 

３ 副座長は，座長を補佐し，座長に事故があるとき，又は欠けたときは，その職務を行う。 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

２ 委員は，再任されることができる。 

（会議） 

第６条 懇談会の会議は，市長が必要に応じて招集し，座長が議長となる。 

２ 委員は，事故その他やむを得ない理由により懇談会の会議に出席できないときは，あらかじめ市長の承認を

得て，代理人を出席させることができる。 

（庶務） 

第７条 懇談会の庶務は，総務部政策企画課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，懇談会の運営に関し必要な事項は，座長が懇談会に諮って定める。 

附 則 

 この要綱は，平成30年７月９日から施行する。 
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